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「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外 

及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて 

 

 当組合の事業運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、健康保険制度では、一定の収入のない配偶者等の方は、被扶養者と認定された場合、健

康保険料の負担が発生しません。 

しかしながら、配偶者等の方が、一定規模の基準を満たす事業所(※1)に就労する短時間労働

者等である場合、年収 106万円以上になると健康保険の被保険者となり、また、一定規模で基準

を満たさない事業所に就労する短時間労働者等である場合、年収 130万円以上(※2)になると、

被扶養者から外れ国民健康保険に加入することになります。 

このように、年間収入金額の多寡により、健康保険料の負担が発生するライン(以下「年収の

壁」という。)が雇用者及び就労者の働き方に影響を及ぼし、就労者自らが就業調整を行ってい

る実態があることから、今般、この年収の壁を意識することなく働く環境作りを促進することを

目的として、令和 5年 10月 20日付 厚生労働省保険局保険課長通知(保保発 1020第 3号)「「年

収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の

証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」が発出されました。 

つきましては、当該通知に基づき、今後の事務取扱いを下記・別添のとおりお知らせいたしま

すので、ご対応方よろしくお願い申し上げます。 

なお、本取扱いは、今後の健康保険制度の改正を踏まえた時限的措置(2年)であることを併せ

て申し添えます。 

 ※１：厚生年金保険の被保険者数が 101人以上(令和 6年 10月からは常時 51人以上)の事業所 

 ※２：60歳以上の方又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者について

は 180万円未満 

 

記 

 

１．今後の事務取扱い 

(1)新たに社会保険に加入する方 

  事業主が労働者の保険料負担を軽減するために社会保険適用促進手当を支給する方(標準報

酬月額が 10.4万円以下の方)については、新たに発生した本人負担分の健康保険料相当額を

上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない。 

 

(裏面へ) 



 

  なお、同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場

合には、社会保険適用促進手当に準じるものとして、同様の取扱いとする。 

ただし、当該取扱いは最大 2年間までとし、2年を経過した後は、通常の手当と同様に標

準報酬月額・標準賞与額の算定に含めて保険料が計算される。          

 

(2)被扶養者の方、または、新たに被扶養者認定を受ける方 

人手不足による労働時間の延長等が原因で、一時的な収入変動が発生し、年収 130万円以

上となる場合でも、雇用先の事業主の証明（別添参照）が提出された場合には、その内容を

踏まえ被扶養者認定(継続)を受けることができる。 

  この取扱いは、令和 5年 10月 20日以降の適用となる。（令和 5年 10月 19日以前に遡及し

ない。） 

 

２．参考資料 

  (1)「年収の壁・支援強化パッケージ」について(別紙 1) 

(2)社会保険適用促進手当について(別紙 2) 

(3)事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(別紙 3) 

 

 ※なお、本年度実施する「被扶養資格確認調書」については、本通知に基づく取扱い及び

調査方法を変更するため、例年と比べ調査の時期が異なっております。 

このため、調査実施通知の発出は 12月 11日(月)、提出期限は令和 6年 1月 31日(水)を

予定しておりますので、詳細につきましては、今後送付する調査実施通知をご確認いた

だきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

【問合せ先】 

東京都報道事業健康保険組合 

業務部適用課（電話 03-6264-0133） 

 



 

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 

 

 当事業所において雇用されている下記被扶養者※１については、雇用契約等により本来 

想定される年間収入が被扶養者の収入要件である 130 万円未満※２です。この事業主記載欄

に記載された期間に係る収入増については、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な

ものであることを証明します。 

※１ 新たに被扶養者としての認定を受けようとする者を含みます。 

※２ 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者につ

いては、180万円未満となります。 

 

【被保険者・被扶養者記載欄】 

提出年月日※３ 令和   年   月   日 

被保険者 

（フリガナ） 

氏   名 

 

 

被保険者等記号・番号  

被扶養者 

（フリガナ） 

氏   名 

 

 

被保険者等記号・番号  

※３ 被保険者の事業所や保険者（健康保険組合等）に提出する際に記載してください。 

 

【被扶養者を雇う事業主の記載欄】 

※４ 本証明書は、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認において対象者の収入を確認する際の添付書類

として、被保険者から被保険者の事業所や保険者（健康保険組合等）に提出する書類となります。 

※５ 記載内容の確認に当たって、別途雇用契約書等の添付書類を求められる場合があります。 

事 業 所 所 在 地 
〒     －       

事 業 所 名 称  

事 業 主 氏 名  

電 話 番 号  

雇用契約等により本来想定される年間収入 円 

人手不足による労働時間延長等が行われた期間 
令和   年   月 から   

令和   年   月 まで 

上 記 期 間 に お け る 当 事 業 所 で の 

労 働 に よ る 収 入 額 （ 実 績 額 ） 
円 





「106万円の壁」への対応

配偶者手当への対応

「130万円の壁」への対応

残業

【加入前】 【加入後】
（時給1,000円） （時給1,020円）

要 件 1 人 当 た り
助 成 額

①賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 ）

1年目
20万円

②賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 ）

3年目以降、③の取組

2年目
20万円

③賃金の18％以上を増額
3年目
10万円

週所定労働
時間の延⾧

賃金の
増額

1 人 当 た り
助 成 額

4時間以上 ー

30万円
3時間以上
4時間未満 ５％以上

2時間以上
3時間未満 1 0％以上

１時間以上
2時間未満 1 5％以上



（別紙２）

　

10.4万円

17.9万円

概要 要件等

　社会保険適用促進手当について

標準報酬月額

上限額（年額）

8.8万円

15.2万円

9.8万円

16.9万円

手当の支給なし
手当の支給あり

保険料の算定対象とする場合
手当の支給あり

保険料の算定対象としない場合

社会保険適用前
被用者保険適用後

本人負担分の
保険料

－ 15.2万円 17.4万円 15.2万円

算定対象となる
年収

106万円 106万円 121.2万円
106万円

（対象外　手当15.2万円）

事業主の
追加負担

－
15.2万円

（保険料15.2万円）
32.6万円

（手当15.2万円、保険料17.4万円）
30.4万円

（手当15.2万円、保険料15.2万円）

手取り収入 106万円 90.8万円 103.8万円
106万円

（対象外　手当15.2万円）

○ 短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、

非適用の労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、

当該労働者の保険料負担を軽減するため、「社会保険適

用促進手当」を支給することができることとする。
※ 当該手当などにより標準報酬月額・標準賞与額の15％分以上を追加支

給した場合、キャリアアップ助成金の対象となりうる。

○ 「社会保険適用促進手当」は、給与・賞与とは別に支給

するものとし、新たに発生した本人負担分の保険料相当

額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・

標準賞与額の算定に考慮しないこととする。
※ 同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的

に支給する場合には、社会保険適用促進手当に準じるものとして、同様の

取り扱いとする。

①対象者
標準報酬月額が10.4万円以下の者

②報酬から除外する手当の上限額
被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保

険料相当額とする。

令和5年度の厚生年金保険料率18.3％、健康保険料率8.6％、介護保険

料率1.8％の場合の本人負担分保険料相当額
※

③期間の上限
最大２年間とする。

（例）年収106万円（標準報酬月額8.8万円）で勤務する者が、令和6年10月の適用拡大により適用となった際に本手当を利用した場合の試算

労働者・企業共に

2.2万円の負担減

※令和5年度の厚生年金保険料率18.3％、健康保険料率8.6％、介護保険料率1.8％の合計（28.7％）で計算

出典：厚生労働省ホームページ（健康保険料率、介護保険料率は当組合の料率より）



（別紙3）

　 ※あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続２回までを上限とする。

（例）被扶養者の範囲内で働く予定（月収１０万円）であったが、残業により収入増となった場合

月収（見込み）10万円 月収（見込み）12万円 　　月収（見込み）12万円

　事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

概要

○　被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認しているところ、
　短時間労働者である被扶養者（第３号被保険者等）について、一時的に年収が１３０万円以上となる
　場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業
　主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする。

R4.1 R4.10 R5.10 R6.10

採
用

被
扶
養
者
資
格
確
認

残業発生 残業発生

１年間（Ｒ4.10～Ｒ5.9）の将来収

入見込み：120万円

⇒ 被扶養者認定

〈特例措置〉

収入見込額が130万

円以上であっても、

一時的な収入変動で

ある旨の事業主の証

明により迅速に認定。

人手不足による残業により

月収見込みが12万円に
被
扶
養
者
資
格
確
認

被
扶
養
者
資
格
確
認

出典：厚生労働省ホームページ


